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学校施設の現状と施設の長寿命化について 

令和４年１０月 荒尾市教育委員会 

 

１ 荒尾市学校施設等長寿命化計画の更新について 

 荒尾市では、学校施設等の中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算

の平準化を図ることを目的とし、平成３１年３月に「荒尾市学校施設等長寿命化計画」を

策定しました。 

今般、学校施設バリアフリー化推進指針の改訂に伴い、現行計画の評価と見直しを行う

とともに、学校施設のバリアフリー化に関する整備計画を包括的に策定し本計画に盛り込

むことを目的とした更新を実施します。 

 より実効性のある計画とするため、学校施設の現状や今後の展望等について、委員の皆

様からのご意見を伺い、参考とさせていただきたいと考えています。 

 

 

２ 学校施設等長寿命化計画とは 

（１）国の「インフラ長寿命化基本計画」（平成２５年１１月策定）において、地方公共

団体は、域内のインフラ全体における整備の基本的な方針として「公共施設等総合管理

計画」を策定することとなった。 

（２）「公共施設等総合管理計画」に基づく個別施設毎の計画（個別施設計画）のうち、

学校施設等を対象とした、整備内容や時期、費用等を具体的に表す計画を、「学校施設

等長寿命化計画」という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文部科学省 学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（概要）より 

資料２ 
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３ 現行計画について 

（１）目的・計画期間 

 荒尾市学校施設等長寿命化計画は、「荒尾市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 

月策定）」を踏まえて総合的な観点で捉え、長寿命化できるものは長寿命化し、適正に

修繕や建替えをするとともに、優先順位を設定しつつ、教育環境の質的改善も考慮しな

がら、それに要するコストの縮減と平準化を図ることを目的としています。 

 

 

 

 

（２）対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校施設の目指すべき姿 

 

 

 

 

 

 

 

※施設の老朽化等の実態を継続的に把握し、原則として５年ごとに計画の見直しを行う。 

 ※平成 30年 5月 1日時点（建築年度は校舎の中で最も古いものを記載） 
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（４）学校施設の状況（築年別整備状況） 

 本市が保有する学校施設は、延床面積では、築 30 年以上の施設が全体の約 70％を占

めており、今後、多額の施設整備費が必要となることが危惧されます。なお、付属施設を

除く校舎や体育館については、全て小中学校において耐震補強工事は完了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）改修等の基本的方針と今後の維持更新コスト 

 「荒尾市公共施設等総合管理計画」に示された基本的考え方に基づき、建替え中心の従

来型から長寿命化にシフトしていくため、計画的に大規模改造（機能回復）や長寿命化改

良（機能向上）を行い、今後の維持管理コストの縮減を目指します。 
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４ 計画のフォローアップと現行計画からの更新事項 

（１）計画のフォローアップ 

本計画は 40年間に及ぶ長期的な計画であり、PDCAサイクルにより５年間を目安に見

直しを行い、実現性・実効性を確保した計画とします。今般、国の施策等を踏まえ前倒し

で計画の更新を行うこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）現行計画からの更新事項 

更新事項① 学校施設におけるバリアフリー化の加速 

 文部科学省は令和２年１２月に「学校施設バリアフリー化推進指針」を改訂し、令和 7

年度までの整備目標を定め、緊急的かつ集中的に整備を行うための目標を定めました。 

 荒尾市では、国の整備方針に基づき、学校施設等長寿命化計画に整備計画を盛り込む形

で更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文部科学省 学校施設におけるバリアフリー化の加速に向けて（抜粋） 
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更新事項② 事業の進捗状況の評価を踏まえた計画の更新 

 平成 31 年度（令和元年度）からの取組において、学校給食センターについては計画ど

おり建替え工事を完了（令和４年度）できましたが、その他の学校施設については、一部

の大規模改修は実施したものの、大規模改造（機能回復）や長寿命化改良（機能向上）工

事の実施には至っていません。 

 現在の整備状況等に即した実施計画とすることで実効性を担保し、学校施設の機能回復・

向上を図るための改修を実施することで、施設の長寿命化に確実に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度～2024年度の整備計画（平成 31年 3月時点） 

従来の立替型（改築中心）から長寿命化型への転換の実現イメージ 
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５ 計画の確実な実施と推進体制 

（１）財源の確保 

 今後、学校施設を維持していくためには、継続的な整備費用が必要となり、財政支出面

で大きな負担となります。そのため、実施段階においては、国庫補助等を最大限に活用し、

財政支出の縮減を図っていきます。 

 

（２）推進体制の整備 

 本計画を継続的に運用していくためには、改修方針や計画スケジュール等、統一的な考

え方を持ったうえで推進していく必要があり、関係部局、施設使用者等との連携により要

求事項を的確に把握し、計画に反映していきます。 

 

 

６ 新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について（文部科学省） 

 新しい時代の学びを支える安全・安心な教育環境の実現として、文部科学省が令和５年

度概算要求で示した「公立学校施設の整備」には、前年度（687 億円）を大きく上回る、

約 2,104億円が計上されています。 

 

 

子供たちにとって「明日また行きたい学校」となるために、そこに集う人々

にとっても「生き生きと輝く学校」となるために 


